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令和２年１２月１４日 

タイトル ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 
１２月２３日（水曜日） 

Ｗｈｏ 

（だれが） 

１２月１１日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の基

本給付の支給を受けている方、または、１１月までに基本給付

を申請済みで支給対象となる方 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

支給額：１世帯当たり５万円、第２子以降１人につき３万円 

（子の要件は、前回の基本給付と同じ） 

Ｈｏｗ 

（どのように） 

前回の基本給付の支給口座に振り込みます。再支給分は申請

不要です。 

ひとり親世帯を支援するため、一日でも早く支給できるよう

クリスマス前に振込を行います。 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一

人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じ

ていることを踏まえ、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付

の再支給を実施するものです。 

Ｈｏｗｍｕｃｈ 

（予算） 
再支給に伴う補正予算 １億１，０２９万円 

過去の実績 

１２月１１日時点での支給実績 

基本給付：１，０６０件、７，０３７万円 

追加給付：  ５８２件、２，９１０万円 

合計：  １，６４２件、９，９４７万円 

今後の取り組み 

１２月２３日の振込：約１２００件、８，０００万円程度 

ひとり親世帯臨時特別給付金の支給対象者に該当する方で、

未申請の方は、令和３年２月２８日までに申請。 

問い合わせ 
子育て総務課 手当・助成担当 担当：渡邊  

電話：０４６３（８２）９６０７ 

 



ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター

0120-400-903（受付時間：平日9:00～18:00）
※ 申請様式の入手方法や、支給時期、申請期限は、地方自治体によって異なります。
また、ご自身が支給が受けられるかどうかなどの詳細については、お住まいの市
区町村までお問い合わせください。

ひとり親世帯臨時特別給付金
「基本給付」再支給のご案内

ひとり親世帯の支援のため、基本給付の再支給を実施します！

１．支給対象者

■支給手続きについては裏面に掲載しています。必ずご確認ください。
＊支給要件など給付金に関する疑問は、下記コールセンターまでお電話ください。

■令和２年12月11日時点で、以下の①～③のいずれかに該当
する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金（基本給
付）の支給を受けている又は申請をしている方
① 令和２年６月分の児童扶養手当受給者
② 公的年金等を受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給を受けていない方

（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当
します。）

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が
児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※ 令和２年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行ってい
ない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分
の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けら
れます。

２．支給額

１世帯当たり５万円、第２子以降１人につき３万円



「ひとり親世帯臨時特別給付金｣ の
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などを
かたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの
警察署（または警察相談専用電話(#9110)）にご連絡ください。

▶再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
▶前回の基本給付の支給を行った自治体から、可能な限り年内に支給
されます。
【ご注意ください】

前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座
を解約している場合は、振込指定口座の変更手続きをお願いし
ます。

令和２年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

▶以下の①または②のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の
申請を行ってください！再支給分の基本給付を併せて申請可能です！
① 公的年金等を受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給を受けていない方

② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が
児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方（※）
※令和２年７月分以降の児童扶養手当受給者も含みます！

ひとり親
世帯

(1)給付金の申請手続き

(2)指定口座へ振込み

お住まいの
自治体

お住まいの自治体の窓口に直接または郵送
でご提出ください。
（再支給分の給付金の支給も希望される場
合は、併せて申請してください。）

３．給付金の支給手続き
令和２年12月11日時点で、既に１回目の基本給付の支給を受けてい
る又は申請をしている方
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